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令和４年３月 10 日 

土木部交通安全課 

 

第３次練馬区自転車利用総合計画（案）について 

 

１ 素案に寄せられた意見と区の考え方 

  別紙のとおり 

 

２ 素案から案への主な変更点 

（※）備考欄の凡例 「◎」 ： 区民意見等を踏まえ変更したもの 

頁 変更箇所 変更・追加等の内容 
備考 

(※） 

これまでの取組状況等 

８ 
(1)自転車駐車環境の現状 

①公営自転車駐車場の整備状況 

駐車需要の算出につい

て追記 
◎ 

９ 

～ 

17 

(1)自転車駐車環境の現状 

～(5)自転車走行環境の現状 

「現状のまとめ」を

「現状課題」に修正 
 

９ 

(1)自転車駐車環境の現状 

②まちづくりに合わせた自転車駐車場

の整備実績 

文言および整備実績の

表について修正 
 

12 
(3)放置自転車対策の現状 

①放置自転車の状況 

自転車駐車場の整備

や、放置禁止区域の拡

大、撤去活動の強化な

どにより、放置自転車

の台数が減少傾向とな

っている旨を追記 

 

17 

(5)自転車走行環境の現状 

図：自転車走行空間等の整備状況（令

和３年 10 月） 

整備状況図について修

正 
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19 
２ 新たな自転車利用の状況 

④ シェアサイクル事業の概要 

シェアサイクルについ

て、11 ページから移動 
 
ねりまタウンサイクル

当日利用の代替として

機能している旨を追記

するなど、文言を修正 

◎ 

20

～

21 

３ 新型コロナの影響 

「駐車需要への影響」

を「駐車需要の変化」

に修正 
 
「自転車利用への影

響」を「自転車利用の

変化」に修正 
 
図と文言の整理をし、

「駅ごとの自転車駐車

需要の見通しが困難で

ある」旨を追記 

 

22 

～ 

23 

各事業の「現状課題のまとめ」 

「現状のまとめ」・「課

題」を「現状課題」に

修正 

 

22 (1)自転車駐車環境 

大型化に対応するため

に減らした収容台数

の、確保が必要である

旨を追記 

 

23 新型コロナの影響 文言について修正  

まもる「安全・安心」 

28 

まもる１ 

(1)年齢層の各段階に応じた周知・啓

発の展開 

①成長段階に応じた安全教育の継続実

施 

警察との連携強化につ

いて追記 
◎ 
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はしる「通行環境」 

32 

はしる１ 

(8)広域ネットワークの整備 

②区施行の都市計画道路での自転車通

行空間の整備 

構造の検討について、

自転車事故発生頻度を

踏まえる旨を追記 

 

32 図：練馬区自転車ネットワーク図 
ネットワーク図につい

て修正 
 

33 図：本計画の 10 年間での整備予定 
整備予定図について修

正 
 

33 

はしる１ 

(9)地域ネットワークの整備 

①地域ネットワーク対象路線の選定と

整備 

整備の検討について、

自転車事故発生頻度を

踏まえる旨を追記 

 

とめる「駐車環境」 

35 

とめる１ 

(13)まちづくりの進捗に合わせた自転

車駐車場の確保 

文言について修正  

36 

とめる２ 

(14)区立自転車駐車場の利便性向上 

②自転車駐車場の付加的機能の向上に

よるサービス改善 

満空状況の情報提供に

ついて追記 
◎ 

37 

とめる３ 

(17)放置自転車の撤去業務の効率化 

①撤去業務の効率化 

効果的かつ効率的な放

置自転車対策を実現す

るため、引き続き撤去

業務全体の見直しを検

討していく旨を追記 

 

いかす「活用推進」 

39 
いかす２ 

(21)ねりまタウンサイクル等の見直し 
文言について修正  
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計画の推進 

42 １ 計画の進捗管理 

「新型コロナの収束

後、必要に応じて見直

し時期の前倒しを行

う」から「新型コロナ

の状況を踏まえ、必要

に応じて見直し時期の

前倒しを行う」に変更 

 

参考資料１ 委員名簿・計画策定の審議経過 

46 
練馬区自転車駐車対策協議会等の審議

経過 

検討委員会の開催状況

を追記 
 

 

３ 第３次練馬区自転車利用総合計画（案） 

  別添のとおり 

 

４ 今後の予定 

  令和４年３月末 計画策定 
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第３次練馬区自転車利用総合計画（素案） 

に寄せられた意見と区の考え方について 

 

 

１ 意見の募集 

 (1) 区民意見反映制度（パブリックコメント） 

    意見募集期間 令和３年 12 月 11 日から令和４年１月 17 日まで 

    意見提出者数 ６名 

 

 

２ 寄せられた意見 

 (1) 意見総数 10 件 

 (2) 意見の内訳 

項  目 件数 

計画素案全体に関すること ０ 

施策の柱 「まもる（安全・安心）」に関すること ３ 

施策の柱 「はしる（通行環境）」に関すること １ 

施策の柱 「とめる（駐車環境）」に関すること ５ 

施策の柱 「いかす（活用推進）」に関すること １ 

合 計 10 

 

 

３ 意見に対する対応状況 

対応区分 件数 

◎ 意見の趣旨を踏まえ計画に反映するもの ５ 

〇 素案に趣旨を掲載しているもの ３ 

□ 素案に記載はないが他の施策・事業等で既に実施してい

るもの 
１ 

△ 事業実施等の際に検討するもの １ 

合 計 10 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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４ 区民からの意見（要旨）と区の考え方 

№ 意見の要旨 区の考え方 

対
応
区
分 

施策の柱 「まもる（安全・安心）」に関すること 

１ 

 若い世代の自転車マナーが悪く、

信号無視をするロードバイクとぶつ

かりそうになったことがある。若い

世代に対する安全喚起についてどの

ように考えているか。 

 若い世代の安全意識を高

めることは重要と考えてお

り、中学生、高校生、大学

生に対して、教育機関等と

連携した自転車安全利用の

周知、安全教育機会の充実

を図ります。 

〇 

２ 

 中杉通り、千川通りなど、歩行

者・自転車の通行区分のある歩道で

の歩行者通行区分への自転車の侵入

や信号無視などが発生しているた

め、警察と連携した対策を進めてほ

しい。 

 それぞれの道路での交通

環境に配慮しながら、歩行

者優先や交通ルール遵守の

徹底等について警察と連携

した周知啓発や指導は重要

です。 

 指導・取締を行う警察と

の連携強化について、「まも

る」の施策として本文に明

記します。 

◎ 

３ 

 交通ルール・マナーの呼びかけだ

けでは限界がある。警察と連携して

一層の指導と取締りの努力を継続す

べきである。 

 指導・取締を行う警察と

の連携強化について、「まも

る」の施策として本文に明

記します。 

◎ 

施策の柱 「はしる（通行環境）」に関すること 

４ 

 車道走行中に乱暴な運転をする自

動車と接触しかけたり、交差点を左

折する自動車に巻き込まれかけたり

したことがある。自転車通行空間上

に駐車している自動車に迷惑してい

る。自転車と自動車、歩行者が互い

に配慮し、確認しあえる道路をつく

ってほしい。 

 各道路や交差点の状況に

応じ、安全対策に配慮した

自転車通行空間の整備を進

めるとともに、路上駐停車

の抑止や、道路の利用者に

対する交通安全教育などに

ついて、警察と連携しなが

ら取り組んでいきます。 

〇 
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施策の柱 「とめる（駐車環境）」に関すること 

５ 

 自転車駐車場の定期利用枠を設定

する際の考え方・基準を示してほし

い。 

 駅周辺の公営自転車駐車

場各施設の定期待機者の人

数や買物時間帯の利用状況

を考慮して定めています。 

□ 

６ 

 一時利用が満車で利用できない場

合に、近隣の空き状況が分かる案内

が無く不便であるため、空き状況の

分かる情報提供が必要である。 

 現在、練馬駅・練馬高野

台駅・石神井公園駅・大泉

学園駅・上石神井駅・光が

丘駅・小竹向原駅の７地区

について、駅周辺の時間利

用の空き状況をオンタイム

で、指定管理者のホームペ

ージ上で検索できるように

なっています。空き状況の

情報提供について、サービ

ス改善を実施することを、

本文に明記します。 

◎ 

７ 

 通行人と話すなど、自転車誘導員

のマナーが気になる。マナー研修を

強化してほしい。 

 自転車の誘導については

業務を委託しており、委託

の仕様書の中で誘導員の技

術向上のための研修を行う

ことを定めています。この

研修の中で、誘導員のマナ

ー向上の強化が図られるよ

う、委託事業者に対応を求

めていきます。 

△ 

８ 

 「自転車駐車環境の現状」の「グ

ラフ：各駅の整備台数と駐車需要の

状況（令和元年５月）」における駐車

需要の算定方法が知りたい。また、

小竹向原駅の整備台数と駐車需要を

知りたい。 

 駐車需要は、定期利用者

数、時間利用者数、定期利

用待機者数、放置自転車台

数などから算出しているこ

とを本文に明記します。 

 なお、小竹向原駅の令和

元年の整備台数は 790 台、

駐車需要は 857 台です。 

◎ 
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９ 

 「ねりまタウンサイクル事業の現

状」に記載されている「シェアサイ

クル事業の社会実験の効果検証」の

結果は公表されているのか知りた

い。また、その結果によってねりま

タウンサイクル事業の当日利用の扱

いについて、どのように検討してい

るのか知りたい。 

 シェアサイクルはねりま

タウンサイクルの当日利用

の代替として機能してお

り、会員登録者数も年々堅

調に増加している結果を本

文に明記します。 

 令和４年度からは、新た

に行う社会実験として区全

域に拡大しますが、練馬

駅、東武練馬駅、練馬春日

町駅の３施設の当日利用に

ついても、シェアサイクル

の代替機能が確保でき次

第、休止します。 

◎ 

施策の柱 「いかす（活用推進）」に関すること 

10 

 大泉学園周辺のシェアサイクルを

利用しているが、隣接自治体、他エ

リアに止められないため不便であ

る。早期に利便性を高めるための改

善を図ってほしい。 

 令和４年度から区全域で

の実施と隣接自治体との相

互乗入を可能とする新たな

シェアサイクル社会実験を

開始します。 

〇 

 


